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町田市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

町田市職員退職手当支給条例（昭和３３年２月町田市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（支給対象） （支給対象） 

第２条 退職手当の支給を受ける者は、町田市

一般職の職員の給与に関する条例（昭和３３

年２月町田市条例第１１号）第２条に定める

給料を支給される職員のうち常時勤務に服す

ることを要するもの（以下「職員」という。）

とする。 

第２条 退職手当の支給を受ける者は、町田市

一般職の職員の給与に関する条例（昭和３３

年２月町田市条例第１１号）第２条に定める

給料を支給される職員とする。ただし、地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

８条の４第１項、第２８条の５第１項若しく

は第２８条の６第１項若しくは第２項又は地

方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関

する法律（平成１４年法律第４８号）第５条

の規定により採用された職員には、退職手当

を支給しない。 

（退職手当の支払） （退職手当の支払） 

第３条 略 第３条 略 

２ 次条及び第７条の５の規定による退職手当

（以下「一般の退職手当」という。）並びに

第１２条の規定による退職手当は、職員が退

職した日から起算して１月以内に支払わなけ

ればならない。ただし、死亡により退職した

者に対する退職手当の支給を受けるべき者を

確知することができない場合その他特別の事

情がある場合は、この限りでない。 

２ 次条及び第７条の４の規定による退職手当

（以下「一般の退職手当」という。）並びに

第１２条の規定による退職手当は、職員が退

職した日から起算して１月以内に支払わなけ

ればならない。ただし、死亡により退職した

者に対する退職手当の支給を受けるべき者を

確知することができない場合その他特別の事

情がある場合は、この限りでない。 

（一般の退職手当） （一般の退職手当） 

第４条 退職した者に対する退職手当の額は、

第５条から第７条までの規定により計算した

退職手当の基本額に、第７条の２又は第７条

の４の規定により計算した退職手当の調整額

（以下単に「退職手当の調整額」という。）

を加えて得た額とする。 

第４条 退職した者に対する退職手当の額は、

次条から第７条までの規定により計算した退

職手当の基本額に、第７条の２の規定により

計算した退職手当の調整額（以下単に「退職

手当の調整額」という。）を加えて得た額と

する。 

２ 退職手当の調整額は、第５条第１項に規定

する退職した者のうち、次に掲げるものに支

２ 退職手当の調整額は、第５条第１項に規定

する退職した者のうち、次に掲げるものに支
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給する。 給する。 

（１）略 （１）略 

（２）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２８条第１項第４号の規定に該当す

る理由又はこれに準ずる理由により、任命

権者があらかじめ市長と協議して定めた計

画に基づき、勧奨を受け、又はその意に反

して退職した者及び公務上の傷病又は死亡

により退職した者 

（２）地方公務員法第２８条第１項第４号の規

定に該当する理由又はこれに準ずる理由に

より、任命権者があらかじめ市長と協議し

て定めた計画に基づき、勧奨を受け、又は

その意に反して退職した者及び公務上の傷

病又は死亡により退職した者 

（退職手当の基本額） （退職手当の基本額） 

第５条 退職した者（第１５条第１項各号に掲

げる者を含む。次条第１項において同じ。）

に対して支給する退職手当の基本額は、退職

の日におけるその者の給料月額に、その者の

勤続期間を、次の各号に区分して、当該各号

に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とす

る。 

第５条 退職した者（第１５条第１項各号に掲

げる者を含む。）に対して支給する退職手当

の基本額は、退職の日におけるその者の給料

月額に、その者の勤続期間を、次の各号に区

分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た

額の合計額とする。 

（１）～（８）略 （１）～（８）略 

２ 略 ２ 略 

（給料月額の減額改定等以外の理由により給

料月額が減額されたことがある場合の退職手

当の基本額に係る特例） 

 

第５条の２ 退職した者の基礎在職期間（第７

条の３第２項に規定する基礎在職期間をい

う。）のうち町田市規則で定める期間中に、

給料月額の減額改定（給料月額の改定をする

条例等が制定された場合において、当該条例

等による改定により当該改定前に受けていた

給料月額が減額されることをいう。）その他

町田市規則で定める事由以外の理由によりそ

の者の給料月額が減額されたことがある場合

において、当該理由が生じた日（以下「減額

日」という。）の前日におけるその者の給料

月額（当該減額日以後に給料月額の改定をす

る条例等が制定された場合にあっては、当該

改定後の給料月額に相当する町田市規則で定

める額とする。ただし、その額が減額日の前

日におけるその者の給料月額を超える場合

は、この限りでない。）のうち最も多いもの
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（以下「特定減額前給料月額」という。）が

退職の日におけるその者の給料月額よりも多

いときは、その者に対して支給する退職手当

の基本額は、前条の規定にかかわらず、次に

掲げる額の合計額とする。 

（１）その者が特定減額前給料月額に係る減額

日のうち最も遅い日の前日に現に退職した

理由と同一の理由により退職したものと

し、かつ、その者の同日までの勤続期間及

び特定減額前給料月額を基礎として、前条

第１項の規定により計算した場合の退職手

当の基本額に相当する額 

 

（２）退職の日におけるその者の給料月額に、

アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除

した割合を乗じて得た額 

 

  ア その者に対する退職手当の基本額が前

条第１項の規定により計算した額である

ものとした場合における当該退職手当の

基本額の退職の日におけるその者の給料

月額に対する割合 

 

  イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額

に対する割合 

 

２ 前項の規定により計算した金額が、次の各

号に掲げる同項第２号イに掲げる割合の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超え

る場合は、同項の規定にかかわらず、当該各

号に定める額をもってその者に対して支給す

る退職手当の基本額とする。 

 

（１）４３以上 特定減額前給料月額に４３を

乗じて得た額 

 

（２）４３未満 特定減額前給料月額に前項第

２号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退

職の日におけるその者の給料月額に４３か

ら当該割合を控除した割合を乗じて得た額

の合計額 

 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本

額に係る特例） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本

額に係る特例） 

第６条 第４条第２項第１号の規定に該当する

者（町田市規則で定める傷病により退職した

第６条 第４条第２項第１号の規定に該当する

者（町田市規則で定める傷病により退職した
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者、通勤による災害により退職した者及び死

亡により退職した者を除く。）のうち、定年

に達する日の属する会計年度の初日前に退職

した者であって、その勤続期間（第８条第１

項から第５項までの規定により計算した在職

期間をいう。次条第２項（同項の表を除く。）

において同じ。）が２５年以上であり、かつ、

退職の日の属する会計年度の末日の年齢がそ

の者に係る定年から１０年を減じた年齢以上

であるものに対する前２条の規定の適用につ

いては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

者及び死亡により退職した者（通勤による災

害により死亡した者を除く。）を除く。）又

は第４条第２項第２号の規定に該当する者の

うち、定年に達する日の属する会計年度の初

日前に退職した者であって、その勤続期間（こ

の条において「勤続期間」とは、第８条第１

項から第５項までの規定により計算した在職

期間をいう。）が２５年以上であり、かつ、

退職の日の属する会計年度の末日の年齢がそ

の者に係る定年から１０年を減じた年齢以上

であるものに対する第５条の規定の適用につ

いては、これらの規定中「給料月額」とある

のは、「給料月額及び当該給料月額にその者

に係る定年と退職の日に属する会計年度の末

日の年齢との差に相当する年数１年につき１

００分の２を乗じて得た額の合計額」とする。 

第５条

第１項 

給料月額 給料月額及び退職の

日におけるその者の

給料月額にその者に

係る定年と退職の日

の属する会計年度の

末日の年齢との差に

相当する年数１年に

つき１００分の２を

乗じて得た額の合計

額 

第５条

第２項 

前項 第６条の規定により

読み替えて適用する

前項 

 における

給料月額 

における給料月額及

び退職の日における

その者の給料月額に

その者に係る定年と

退職の日の属する会

計年度の末日の年齢

との差に相当する年

数１年につき１００

分の２を乗じて得た

額の合計額 

 当該給料 当該退職の日におけ
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月額 るその者の給料月額

及び退職の日におけ

るその者の給料月額

にその者に係る定年

と退職の日の属する

会計年度の末日の年

齢との差に相当する

年数１年につき１０

０分の２を乗じて得

た額の合計額 

第５条

の２第

１項 

前条の 次条の規定により読

み替えて適用する前

条の 

第５条

の２第

１項第

１号 

及び特定

減額前給

料月額 

並びに特定減額前給

料月額及び特定減額

前給料月額にその者

に係る定年と退職の

日の属する会計年度

の末日の年齢との差

に相当する年数１年

につき１００分の２

を乗じて得た額の合

計額 

 前条第１

項 

次条の規定により読

み替えて適用する前

条第１項 

第５条

の２第

１項第

２号 

給料月額

に、 

給料月額及び退職の

日におけるその者の

給料月額にその者に

係る定年と退職の日

の属する会計年度の

末日の年齢との差に

相当する年数１年に

つき１００分の２を

乗じて得た額の合計

額に、 

 前号に掲

げる額 

その者が特定減額前

給料月額に係る減額

日のうち最も遅い日

の前日に現に退職し
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た理由と同一の理由

により退職したもの

とし、かつ、その者の

同日までの勤続期間

及び特定減額前給料

月額を基礎として、前

条第１項の規定によ

り計算した場合の退

職手当の基本額に相

当する額 

第５条

の２第

２項 

前項の 次条の規定により読

み替えて適用する前

項の 

特定減額

前給料月

額 

特定減額前給料月額

及び特定減額前給料

月額にその者に係る

定年と退職の日の属

する会計年度の末日

の年齢との差に相当

する年数１年につき

１００分の２を乗じ

て得た額の合計額 

及び退職

の日にお

けるその

者の給料

月額 

並びに退職の日にお

けるその者の給料月

額及び退職の日にお

けるその者の給料月

額にその者に係る定

年と退職の日の属す

る会計年度の末日の

年齢との差に相当す

る年数１年につき１

００分の２を乗じて

得た額の合計額 
 

（公務上の理由等により退職する者に対する

退職手当の基本額に係る特例） 

（公務上の理由等により退職する者に対する

退職手当の基本額に係る特例） 

第７条 第４条第２項第１号に規定する通勤に

よる災害により退職した者又は死亡により退

職した者（通勤による災害により死亡した者

に限る。）及び同項第２号の規定に該当する

者（これらの者のうち次項に該当するものを

第７条 第４条第２項第１号に規定する通勤に

よる災害により退職した者及び同項第２号の

規定に該当する者に対する第５条の規定の適

用については、同条中「の給料月額」とある

のは、「の給料月額及び給料月額に１００分
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除く。）に対する第５条及び第５条の２の規

定の適用については、次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

の１０を乗じて得た額の合計額」とする。 

第５条

第１項 

給料月額 給料月額及び退職の

日におけるその者の

給料月額に１００分

の１０を乗じて得た

額の合計額 

第５条

第２項 

前項 第７条第１項の規定

により読み替えて適

用する前項 

における

給料月額 

における給料月額及

び退職の日における

その者の給料月額に

１００分の１０を乗

じて得た額の合計額 

当該給料

月額 

当該退職の日におけ

るその者の給料月額

及び退職の日におけ

るその者の給料月額

に１００分の１０を

乗じて得た額の合計

額 

第５条

の２第

１項 

前条の 第７条第１項の規定

により読み替えて適

用する前条の 

第５条

の２第

１項第

１号 

及び特定

減額前給

料月額 

並びに特定減額前給

料月額及び特定減額

前給料月額に１００

分の１０を乗じて得

た額の合計額 

前条第１

項 

第７条第１項の規定

により読み替えて適

用する前条第１項 

第５条

の２第

１項第

２号 

給料月額

に、 

給料月額及び退職の

日におけるその者の

給料月額に１００分

の１０を乗じて得た

額の合計額に、 
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 前号に掲

げる額 

その者が特定減額前

給料月額に係る減額

日のうち最も遅い日

の前日に現に退職し

た理由と同一の理由

により退職したもの

とし、かつ、その者の

同日までの勤続期間

及び特定減額前給料

月額を基礎として、前

条第１項の規定によ

り計算した場合の退

職手当の基本額に相

当する額 

第５条

の２第

２項 

前項の 第７条第１項の規定

により読み替えて適

用する前項の 

特定減額

前給料月

額 

特定減額前給料月額

及び特定減額前給料

月額に１００分の１

０を乗じて得た額の

合計額 

及び退職

の日にお

けるその

者の給料

月額 

並びに退職の日にお

けるその者の給料月

額及び退職の日にお

けるその者の給料月

額に１００分の１０

を乗じて得た額の合

計額 
 

２ 第４条第２項第１号に規定する通勤による

災害により退職した者又は死亡により退職し

た者（通勤による災害により死亡した者に限

る。）及び同項第２号の規定に該当する者の

うち、定年に達する日の属する会計年度の初

日前に退職したものであって、その勤続期間

が２５年以上であり、かつ、退職の日の属す

る会計年度の末日の年齢がその者に係る定年

から１０年を減じた年齢以上であるものに対

する第５条及び第５条の２の規定の適用につ

いては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の
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中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

第５条

第１項 

給料月額 給料月額、退職の日に

おけるその者の給料

月額にその者に係る

定年と退職の日の属

する会計年度の末日

の年齢との差に相当

する年数１年につき

１００分の２を乗じ

て得た額及び退職の

日におけるその者の

給料月額に１００分

の１０を乗じて得た

額の合計額 

第５条

第２項 

前項 第７条第２項の規定

により読み替えて適

用する前項 

における

給料月額 

における給料月額、退

職の日におけるその

者の給料月額にその

者に係る定年と退職

の日の属する会計年

度の末日の年齢との

差に相当する年数１

年につき１００分の

２を乗じて得た額及

び退職の日における

その者の給料月額に

１００分の１０を乗

じて得た額の合計額 

 当該給料

月額 

当該退職の日におけ

るその者の給料月額、

退職の日におけるそ

の者の給料月額にそ

の者に係る定年と退

職の日の属する会計

年度の末日の年齢と

の差に相当する年数

１年につき１００分
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の２を乗じて得た額

及び退職の日におけ

るその者の給料月額

に１００分の１０を

乗じて得た額の合計

額 

第５条

の２第

１項 

前条の 第７条第２項の規定

により読み替えて適

用する前条の 

第５条

の２第

１項第

１号 

及び特定

減額前給

料月額 

並びに特定減額前給

料月額、特定減額前給

料月額にその者に係

る定年と退職の日の

属する会計年度の末

日の年齢との差に相

当する年数１年につ

き１００分の２を乗

じて得た額及び特定

減額前給料月額に１

００分の１０を乗じ

て得た額の合計額 

前条第１

項 

第７条第２項の規定

により読み替えて適

用する前条第１項 

第５条

の２第

１項第

２号 

給料月額

に、 

給料月額、退職の日に

おけるその者の給料

月額にその者に係る

定年と退職の日の属

する会計年度の末日

の年齢との差に相当

する年数１年につき

１００分の２を乗じ

て得た額及び退職の

日におけるその者の

給料月額に１００分

の１０を乗じて得た

額の合計額に、 

 前号に掲

げる額 

その者が特定減額前

給料月額に係る減額

日のうち最も遅い日
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の前日に現に退職し

た理由と同一の理由

により退職したもの

とし、かつ、その者の

同日までの勤続期間

及び特定減額前給料

月額を基礎として、前

条第１項の規定によ

り計算した場合の退

職手当の基本額に相

当する額 

第５条

の２第

２項 

前項の 第７条第２項の規定

により読み替えて適

用する前項の 

特定減額

前給料月

額 

特定減額前給料月額、

特定減額前給料月額

にその者に係る定年

と退職の日の属する

会計年度の末日の年

齢との差に相当する

年数１年につき１０

０分の２を乗じて得

た額及び特定減額前

給料月額に１００分

の１０を乗じて得た

額の合計額 

 及び退職

の日にお

けるその

者の給料

月額 

並びに退職の日にお

けるその者の給料月

額、退職の日における

その者の給料月額に

その者に係る定年と

退職の日の属する会

計年度の末日の年齢

との差に相当する年

数１年につき１００

分の２を乗じて得た

額及び退職の日にお

けるその者の給料月

額に１００分の１０

を乗じて得た額の合
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計額 

   

 

（退職手当の調整額） （退職手当の調整額） 

第７条の２ 退職した者に対する退職手当の調

整額は、その者の調整額期間（次条に規定す

る調整額期間をいう。以下同じ。）の初日の

属する月からその者の調整額期間の末日の属

する月までの各月ごとに当該各月にその者が

属していた次の各号に掲げる職員の区分に応

じて、当該各号に定める点数を合計した点数

１点につき１，１００円を乗じた額とする。 

第７条の２ 退職した者に対する退職手当の調

整額は、その者の調整額期間（次条に規定す

る調整額期間をいう。以下同じ。）の初日の

属する月からその者の調整額期間の末日の属

する月までの各月ごとに当該各月にその者が

属していた次の各号に掲げる職員の区分に応

じて、当該各号に定める点数を合計した点数

（以下「調整額点数」という。）１点につき

１，１００円を乗じた額とする。 

（１）～（６）略 （１）～（６）略 

２～４ 略 ２～４ 略 

（管理監督職勤務上限年齢による降任をされ

た後に退職した者等に係る退職手当の調整額

の特例） 

 

第７条の４ 地方公務員法第２８条の２第１項

に規定する他の職への降任をされた後に退職

した者に対する前２条の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

 

第７条

の２第

１項 

次条 第７条の４の規定に

より読み替えられた

次条 

同じ。） 同じ。）のそれぞれの

期間ごとに、当該期間 

その者の

調整額期

間の 

当該期間の 

合計した

点数 

合計した点数を計算

し、多い方の点数に 

第７条

の３第

１項 

として、 として２０年前まで

の期間又は地方公務

員法第２８条の２第

１項に規定する他の

職への降任をされた

日の前日の属する月

の末日を起算日とし
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て 

   

 

（一般の退職手当の額に係る特例） （一般の退職手当の額に係る特例） 

第７条の５ 第４条第２項第２号に規定する者

で次の各号に該当するものに対する退職手当

の額が、退職の日におけるその者の基本給月

額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に

満たないときは、同条の規定にかかわらず、

その乗じて得た額をもってその者に対して支

給する退職手当の額とする。 

第７条の４ 第４条第２項第２号に規定する者

で次の各号に該当するものに対する退職手当

の額が、退職の日におけるその者の基本給月

額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に

満たないときは、同項の規定にかかわらず、

その乗じて得た額をもってその者に対して支

給する退職手当の額とする。 

（１）～（４）略 （１）～（４）略 

２ 略 ２ 略 

（遺族の範囲及び順位） （遺族の範囲及び順位） 

第１１条 略 第１１条 略 

２ 前項各号に掲げる者が退職手当を受ける順

位は、同項各号の順位により、同項第２号及

び第４号に掲げる者にあっては当該各号に掲

げる順位による。この場合において、父母に

ついては、養父母を先にし実父母を後にし、

祖父母については、養父母の父母を先にし実

父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし

父母の実父母を後にする。 

２ 前項各号に掲げる者が退職手当を受ける順

位は、同項各号の順位により、第２号及び第

４号に掲げる者にあっては同号に掲げる順位

による。この場合において、父母については、

養父母を先にし実父母を後にし、祖父母につ

いては、養父母の父母を先にし実父母の父母

を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父

母を後にする。 

３ 略 ３ 略 

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第１３条 略 第１３条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支

給に係る退職が定年に達したことその他の町

田市規則で定める理由によるものである職員

が当該退職後一定の期間求職の申込みをしな

いことを希望する場合において、町田市規則

で定めるところにより、市長にその旨を申し

出たときは、第１項中「当該各号に定める期

間」とあるのは「当該各号に定める期間と、

求職の申込みをしないことを希望する一定の

期間（１年を限度とする。）に相当する期間

を合算した期間（当該求職の申込みをしない

ことを希望する一定の期間内に求職の申込み

をしたときは、当該各号に定める期間に当該

退職の日の翌日から当該求職の申込みをした

４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支

給に係る退職が定年に達したことその他の町

田市規則で定める理由によるものである職員

が、当該退職後一定の期間求職の申込みをし

ないことを希望する場合において、町田市規

則で定めるところにより、市長にその旨を申

し出たときは、第１項中「当該各号に定める

期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、

求職の申込みをしないことを希望する一定の

期間（１年を限度とする。）に相当する期間

を合算した期間（当該求職の申込みをしない

ことを希望する一定の期間内に求職の申込み

をしたときは、当該各号に定める期間に当該

退職の日の翌日から当該求職の申込みをした

- 14 -

-  -0123456789



日の前日までの期間に相当する期間を加算し

た期間）」と、「当該期間内」とあるのは「当

該合算した期間内」と、前項中「支給期間」

とあるのは「第４項において読み替えられた

第１項に規定する支給期間」とし、当該退職

の日後に事業（その実施期間が３０日未満の

ものその他町田市規則で定めるものを除く。）

を開始した職員その他これに準ずるものとし

て町田市規則で定める職員が町田市規則で定

めるところにより、市長にその旨を申し出た

ときは、当該事業の実施期間（当該実施期間

の日数が４年から第１項及びこの項の規定に

より算定される期間の日数を除いた日数を超

える場合における当該超える日数を除く。）

は、第１項及びこの項の規定による期間に算

入しない。 

日の前日までの期間に相当する期間を加算し

た期間）」と、「当該期間内」とあるのは「当

該合算した期間内」と、前項中「支給期間」

とあるのは「第４項において読み替えられた

第１項に規定する支給期間」とする。 

５～１０ 略 ５～１０ 略 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項まで

に定めるもののほか、第１項又は第３項の規

定による退職手当の支給を受けることができ

る者で次の各号の規定に該当するものに対し

ては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定による技能

習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手

当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件

に従い支給する。 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項まで

に定めるもののほか、第１項又は第３項の規

定による退職手当の支給を受けることができ

る者で次の各号の規定に該当するものに対し

ては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定による技能

習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手

当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件

に従い支給する。 

（１）～（４）略 （１）～（４）略 

（５）公共職業安定所、職業安定法第４条第９

項に規定する特定地方公共団体若しくは同

法第１８の２に規定する職業紹介事業者の

紹介した職業に就くため、又は市長が雇用

保険法の規定の例により指示した同法第５

８条第１項に規定する公共職業訓練等を受

けるため、その住所又は居所を変更する者

 同条第２項に規定する移転費の額に相当

する金額 

（５）公共職業安定所、職業安定法第４条第８

項に規定する特定地方公共団体若しくは同

法第１８の２に規定する職業紹介事業者の

紹介した職業に就くため、又は市長が雇用

保険法の規定の例により指示した同法第５

８条第１項に規定する公共職業訓練等を受

けるため、その住所又は居所を変更する者

 同条第２項に規定する移転費の額に相当

する金額 

（６）略 （６）略 

１２～１７ 略 １２～１７ 略 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 
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第１６条 退職をした者が次の各号のいずれか

に該当するときは、市長は、当該退職をした

者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等

の額の支払を差し止める処分を行うものとす

る。 

第１６条 退職をした者が次の各号のいずれか

に該当するときは、市長は、当該退職をした

者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等

の額の支払を差し止める処分を行うものとす

る。 

（１）職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に

係る犯罪について禁錮以上の刑が定められ

ているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３

年法律第１３１号）第６編に規定する略式

手続によるものを除く。以下同じ。）をさ

れた場合において、その判決の確定前に退

職をしたとき。 

（１）職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に

係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められ

ているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３

年法律第１３１号）第６編に規定する略式

手続によるものを除く。以下同じ。）をさ

れた場合において、その判決の確定前に退

職をしたとき。 

（２）略 （２）略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処

分を行った市長は、次の各号のいずれかに該

当するに至った場合には、速やかに当該支払

差止処分を取り消さなければならない。ただ

し、第３号に該当する場合において、当該支

払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕さ

れているときその他これを取り消すことが支

払差止処分の目的に明らかに反すると認める

ときは、この限りでない。 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処

分を行った市長は、次の各号のいずれかに該

当するに至った場合には、速やかに当該支払

差止処分を取り消さなければならない。ただ

し、第３号に該当する場合において、当該支

払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕さ

れているときその他これを取り消すことが支

払差止処分の目的に明らかに反すると認める

ときは、この限りでない。 

（１）略 （１）略 

（２）当該支払差止処分を受けた者について、

当該支払差止処分の理由となった起訴又は

行為に係る刑事事件につき、判決が確定し

た場合（禁錮以上の刑に処せられた場合及

び無罪の判決が確定した場合を除く。）又

は公訴を提起しない処分があった場合であ

って、次条第１項の規定による処分を受け

ることなく、当該判決が確定した日又は当

該公訴を提起しない処分があった日から６

月を経過した場合 

（２）当該支払差止処分を受けた者について、

当該支払差止処分の理由となった起訴又は

行為に係る刑事事件につき、判決が確定し

た場合（禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合及

び無罪の判決が確定した場合を除く。）又

は公訴を提起しない処分があった場合であ

って、次条第１項の規定による処分を受け

ることなく、当該判決が確定した日又は当

該公訴を提起しない処分があった日から６

月を経過した場合 

（３）略 （３）略 

６～１０ 略 ６～１０ 略 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の

退職手当の支給制限） 

（退職後禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合等の

退職手当の支給制限） 
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第１７条 退職をした者に対しまだ当該退職に

係る一般の退職手当等の額が支払われていな

い場合において、次の各号のいずれかに該当

するときは、市長は、当該退職をした者（第

１号又は第２号に該当する場合において、当

該退職をした者が死亡したときは、当該一般

の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継

した者）に対し、第１５条第１項に規定する

事情及び同項各号に規定する退職をした場合

の一般の退職手当等の額との権衡を勘案し

て、当該一般の退職手当等の全部又は一部を

支給しないこととする処分を行うことができ

る。 

第１７条 退職をした者に対しまだ当該退職に

係る一般の退職手当等の額が支払われていな

い場合において、次の各号のいずれかに該当

するときは、市長は、当該退職をした者（第

１号又は第２号に該当する場合において、当

該退職をした者が死亡したときは、当該一般

の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継

した者）に対し、第１５条第１項に規定する

事情及び同項各号に規定する退職をした場合

の一般の退職手当等の額との権衡を勘案し

て、当該一般の退職手当等の全部又は一部を

支給しないこととする処分を行うことができ

る。 

（１）当該退職をした者が刑事事件（当該退職

後に起訴をされた場合にあっては、基礎在

職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）

に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せら

れたとき。 

（１）当該退職をした者が刑事事件（当該退職

後に起訴をされた場合にあっては、基礎在

職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）

に関し当該退職後に禁錮
こ

以上の刑に処せら

れたとき。 

（２）当該退職をした者が当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中の行為に関し地方公務

員法第２９条第３項の規定による懲戒免職

処分（以下「定年前再任用短時間勤務職員

に対する免職処分」という。）を受けたと

き。 

（２）当該退職をした者が当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中の行為に関し地方公務

員法第２９条第３項の規定による懲戒免職

処分（以下「再任用職員に対する免職処分」

という。）を受けたとき。 

（３）市長が、当該退職をした者（定年前再任

用短時間勤務職員に対する免職処分の対象

となる者を除く。）について、当該退職後

に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎

となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をした

と認めたとき。 

（３）市長が、当該退職をした者（再任用職員

に対する免職処分の対象となる者を除く。）

について、当該退職後に当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員としての

引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を

受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ 略 ２～６ 略 

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第１８条 退職をした者に対し当該退職に係る

一般の退職手当等の額が支払われた後におい

て、次の各号のいずれかに該当するときは、

市長は、当該退職をした者に対し、第１５条

第１項に規定する事情のほか、当該退職をし

た者の生計の状況を勘案して、当該一般の退

第１８条 退職をした者に対し当該退職に係る

一般の退職手当等の額が支払われた後におい

て、次の各号のいずれかに該当するときは、

市長は、当該退職をした者に対し、第１５条

第１項に規定する事情のほか、当該退職をし

た者の生計の状況を勘案して、当該一般の退
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職手当等の額（当該退職をした者が当該一般

の退職手当等の支給を受けていなければ第１

３条第３項、第６項又は第８項の規定による

退職手当の支給を受けることができた者（次

条及び第２０条において「失業手当受給可能

者」という。）であった場合には、これらの

規定により算出される金額（次条及び第２０

条において「失業者退職手当額」という。）

を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処

分を行うことができる。 

職手当等の額（当該退職をした者が当該一般

の退職手当等の支給を受けていなければ第１

３条第３項、第６項又は第８項の規定による

退職手当の支給を受けることができた者（次

条及び第２０条において「失業手当受給可能

者」という。）であった場合にあっては、こ

れらの規定により算出される金額（次条及び

第２０条において「失業者退職手当額」とい

う。）を除く。）の全部又は一部の返納を命

ずる処分を行うことができる。 

（１）当該退職をした者が基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処

せられたとき。 

（１）当該退職をした者が基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処

せられたとき。 

（２）当該退職をした者が当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中の行為に関し定年前再

任用短時間勤務職員に対する免職処分を受

けたとき。 

（２）当該退職をした者が当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中の行為に関し再任用職

員に対する免職処分を受けたとき。 

（３）市長が、当該退職をした者（定年前再任

用短時間勤務職員に対する免職処分の対象

となる職員を除く。）について、当該一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中に懲戒免職

等処分を受けるべき行為をしたと認めたと

き。 

（３）市長が、当該退職をした者（再任用職員

に対する免職処分の対象となる職員を除

く。）について、当該一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続

いた在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為をしたと認めたとき。 

２～６ 略 ２～６ 略 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相

当額の納付） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相

当額の納付） 

第２０条 退職をした者（死亡による退職の場

合には、その遺族）に対し当該退職に係る一

般の退職手当等の額が支払われた後におい

て、当該一般の退職手当等の額の支払を受け

た者（以下この条において「退職手当の受給

者」という。）が当該退職の日から６月以内

に第１８条第１項又は前条第１項の規定によ

る処分を受けることなく死亡した場合（次項

から第５項までに規定する場合を除く。）に

おいて、市長が、当該退職手当の受給者の相

続人（包括受遺者を含む。以下この項から第

６項までにおいて同じ。）に対し、当該退職

第２０条 退職をした者（死亡による退職の場

合には、その遺族）に対し当該退職に係る一

般の退職手当等の額が支払われた後におい

て、当該一般の退職手当等の額の支払を受け

た者（以下この条において「退職手当の受給

者」という。）が当該退職の日から６月以内

に第１８条第１項又は前条第１項の規定によ

る処分を受けることなく死亡した場合（次項

から第５項までに規定する場合を除く。）に

おいて、市長が、当該退職手当の受給者の相

続人（包括受遺者を含む。以下この条におい

て同じ。）に対し、当該退職の日から６月以
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の日から６月以内に、当該退職をした者が当

該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免

職等処分を受けるべき行為をしたことを疑う

に足りる相当な理由がある旨の通知をしたと

きは、市長は、当該通知が当該相続人に到達

した日から６月以内に限り、当該相続人に対

し、当該退職をした者が当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引き

続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為をしたと認められることを理由とし

て、当該一般の退職手当等の額（当該退職を

した者が失業手当受給可能者であった場合に

は、失業者退職手当額を除く。）の全部又は

一部に相当する額の納付を命ずる処分を行う

ことができる。 

内に、当該退職をした者が当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受け

るべき行為をしたことを疑うに足りる相当な

理由がある旨の通知をしたときは、市長は、

当該通知が当該相続人に到達した日から６月

以内に限り、当該相続人に対し、当該退職を

した者が当該一般の退職手当等の額の算定の

基礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をした

と認められることを理由として、当該一般の

退職手当等の額（当該退職をした者が失業手

当受給可能者であった場合にあっては、失業

者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相

当する額の納付を命ずる処分を行うことがで

きる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６

月以内に第１８条第５項又は前条第３項にお

いて準用する町田市行政手続条例第１５条第

１項の規定による通知を受けた場合におい

て、第１８条第１項又は前条第１項の規定に

よる処分を受けることなく死亡したとき（次

項から第５項までに規定する場合を除く。）

は、市長は、当該退職手当の受給者の死亡の

日から６月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職をした者が当該

退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと

認められることを理由として、当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が失業手当

受給可能者であった場合には、失業者退職手

当額を除く。）の全部又は一部に相当する額

の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６

月以内に第１８条第５項又は前条第３項にお

いて準用する町田市行政手続条例第１５条第

１項の規定による通知を受けた場合におい

て、第１８条第１項又は前条第１項の規定に

よる処分を受けることなく死亡したとき（次

項から第５項までに規定する場合を除く。）

は、市長は、当該退職手当の受給者の死亡の

日から６月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職をした者が当該

退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと

認められることを理由として、当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が失業手当

受給可能者であった場合にあっては、失業者

退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当

する額の納付を命ずる処分を行うことができ

る。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この

項から第５項までにおいて同じ。）が、当該

退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合

（第１６条第１項第１号に該当する場合を含

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この

項から第５項までにおいて同じ。）が、当該

退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合

（第１６条第１項第１号に該当する場合を含
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む。次項において同じ。）において、当該刑

事事件につき判決が確定することなく、かつ、

第１８条第１項の規定による処分を受けるこ

となく死亡したときは、市長は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該

退職をした者が当該退職に係る一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受け

るべき行為をしたと認められることを理由と

して、当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が失業手当受給可能者であった場合

には、失業者退職手当額を除く。）の全部又

は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行

うことができる。 

む。次項において同じ。）において、当該刑

事事件につき判決が確定することなく、かつ、

第１８条第１項の規定による処分を受けるこ

となく死亡したときは、市長は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該

退職をした者が当該退職に係る一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員としての引

き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受け

るべき行為をしたと認められることを理由と

して、当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が失業手当受給可能者であった場合

にあっては、失業者退職手当額を除く。）の

全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処

分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６

月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し起訴をされた場合において、当該刑

事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後に

おいて第１８条第１項の規定による処分を受

けることなく死亡したときは、市長は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に

限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、

当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられたことを理由として、当

該一般の退職手当等の額（当該退職をした者

が失業手当受給可能者であった場合には、失

業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に

相当する額の納付を命ずる処分を行うことが

できる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６

月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し起訴をされた場合において、当該刑

事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられた後に

おいて第１８条第１項の規定による処分を受

けることなく死亡したときは、市長は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に

限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、

当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたことを理由として、当

該一般の退職手当等の額（当該退職をした者

が失業手当受給可能者であった場合にあって

は、失業者退職手当額を除く。）の全部又は

一部に相当する額の納付を命ずる処分を行う

ことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６

月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続い

た在職期間中の行為に関し定年前再任用短時

間勤務職員に対する免職処分を受けた場合に

おいて、第１８条第１項の規定による処分を

受けることなく死亡したときは、市長は、当

該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内

に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対

し、当該退職をした者が当該行為に関し定年

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６

月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続い

た在職期間中の行為に関し再任用職員に対す

る免職処分を受けた場合において、第１８条

第１項の規定による処分を受けることなく死

亡したときは、市長は、当該退職手当の受給

者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職

手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし

た者が当該行為に関し再任用職員に対する免
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前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を

受けたことを理由として、当該一般の退職手

当等の額（当該退職をした者が失業手当受給

可能者であった場合には、失業者退職手当額

を除く。）の全部又は一部に相当する額の納

付を命ずる処分を行うことができる。 

職処分を受けたことを理由として、当該一般

の退職手当等の額（当該退職をした者が失業

手当受給可能者であった場合にあっては、失

業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に

相当する額の納付を命ずる処分を行うことが

できる。 

６～８ 略 ６～８ 略 

附 則 附 則 

１～８ 略 １～８ 略 

９ 令和７年３月３１日以前に退職した職員に

対する第１３条第１０項の規定の適用につい

ては、同項中「第２８条まで」とあるのは「第

２８条まで及び附則第５条」と、同項第２号

中「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定す

る厚生労働省令で定める理由により就職が困

難な者であって、同法第２４条の２第１項第

２号に掲げる者に相当する者として町田市規

則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に

規定する指導基準に照らして再就職を促進す

るために必要な職業指導を行うことが適当で

あると認めたもの」とあるのは「 

９ 平成３４年３月３１日以前に退職した職員

に対する第１３条第１０項の規定の適用につ

いては、同項中「第２８条まで」とあるのは

「第２８条まで及び附則第５条」と、同項第

２号中「イ 雇用保険法第２２条第２項に規

定する厚生労働省令で定める理由により就職

が困難な者であって、同法第２４条の２第１

項第２号に掲げる者に相当する者として町田

市規則で定める者に該当し、かつ、市長が同

項に規定する指導基準に照らして再就職を促

進するために必要な職業指導を行うことが適

当であると認めたもの」とあるのは「 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が

困難な者であって、同法第２４条の２第

１項第２号に掲げる者に相当する者とし

て町田市規則で定める者に該当し、かつ、

市長が同項に規定する指導基準に照らし

て再就職を促進するために必要な職業指

導を行うことが適当であると認めたもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則

第５条第１項に規定する地域内に居住

し、かつ、市長が同法第２４条の２第１

項に規定する指導基準に照らして再就職

を促進するために必要な職業指導を行う

ことが適当であると認めたもの（アに掲

げる者を除く。） 
 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が

困難な者であって、同法第２４条の２第

１項第２号に掲げる者に相当する者とし

て町田市規則で定める者に該当し、かつ、

市長が同項に規定する指導基準に照らし

て再就職を促進するために必要な職業指

導を行うことが適当であると認めたもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則

第５条第１項に規定する地域内に居住

し、かつ、市長が同法第２４条の２第１

項に規定する指導基準に照らして再就職

を促進するために必要な職業指導を行う

ことが適当であると認めたもの（アに掲

げる者を除く。） 
 

」とする。 」とする。 

１０ 略 １０ 略 

１１ 町田市一般職の職員の給与に関する条例  
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附則第３項の規定による職員の給料月額の改

定（次項及び附則第１３項において「給料月

額７割措置」という。）は、第５条の２第１

項に規定する給料月額の減額改定に該当しな

いものとする。 

１２ 当分の間、給料月額７割措置の適用を受

ける者が、第５条の２第１項の町田市規則で

定める期間中に、同項の理由（給料月額７割

措置以外の理由に限る。次項において同じ。）

によりその給料月額を減額されたことがある

場合においては、その者に対して支給する退

職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、

次項又は附則第１４項に定める額とする。た

だし、町田市規則で定める場合は、この限り

でない。 

 

１３ 第５条の２第１項の町田市規則で定める

期間中に、同項の理由により給料月額７割措

置の適用を受ける者の給料月額が減額された

ことがある場合（給料月額７割措置によりそ

の者の給料月額が減額された日（以下この項

において「７割措置減額日」という。）に減

額されたことがある場合を除く。）において、

当該減額をされた日（以下この項において「特

別特定減額日」という。）の前日におけるそ

の者の給料月額（当該給料月額がこの項に規

定する７割措置前給料月額を超えない場合に

あっては、当該特別特定減額日が７割措置減

額日よりも後であるものに限る。）（当該特

別特定減額日以後に給料月額の改定をする条

例等が制定された場合にあっては、第５条の

２第１項の町田市規則で定める額とする。た

だし、その額が特別特定減額日の前日におけ

るその者の給料月額を超える場合は、この限

りでない。）のうち最も多いもの（以下この

項において「特別特定減額前給料月額」とい

う。）が退職の日におけるその者の給料月額

よりも多く、かつ、給料月額７割措置により

その者の給料月額が減額されたことがある場

合において、当該７割措置減額日の前日にお

けるその者の給料月額（当該７割措置減額日
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以後に給料月額の改定をする条例等が制定さ

れた場合にあっては、第５条の２第１項の町

田市規則で定める額とする。ただし、その額

が７割措置減額日の前日におけるその者の給

料月額を超える場合は、この限りでない。）

（以下この項において「７割措置前給料月額」

という。）が退職の日におけるその者の給料

月額より多いときは、その者に対して支給す

る退職手当の基本額は、次に掲げる額の合計

額とする。 

（１）その者が特別特定減額前給料月額（当該

特別特定減額前給料月額に係る特別特定減

額日が２以上ある場合は、これらのうち最

も遅い日の前日におけるものをいう。以下

この項において同じ。）又は７割措置前給料

月額のいずれか多い額（以下この項、次項

及び附則第１６項において「上位減額前給

料月額」という。）に係る減額日の前日に現

に退職した理由と同一の理由により退職し

たものとし、かつ、その者の同日までの勤

続期間及び上位減額前給料月額を基礎とし

て、第５条第１項の規定により計算した場

合の退職手当の基本額に相当する額 

 

（２）その者の特別特定減額前給料月額又は７

割措置前給料月額のいずれか少ない額（以

下この項、次項及び附則第１６項において

「下位減額前給料月額」という。）に、アに

掲げる割合からイに掲げる割合を控除した

割合を乗じて得た額 

 

  ア その者が下位減額前給料月額に係る減

額日の前日に現に退職した理由と同一の

理由により退職したものとし、かつ、そ

の者の同日までの勤続期間及び下位減額

前給料月額を基礎として、第５条第１項

の規定により計算した場合の退職手当の

基本額の下位減額前給料月額に対する割

合 

 

  イ 前号に掲げる額の上位減額前給料月額

に対する割合 

 

（３）退職の日におけるその者の給料月額に、  
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アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除

した割合を乗じて得た額 

  ア その者に対する退職手当の基本額が第

５条第１項の規定により計算した額であ

るものとした場合における当該退職手当

の基本額の退職の日におけるその者の給

料月額に対する割合 

 

  イ 前号に掲げる額の下位減額前給料月額

に対する割合 

 

１４ 前項の規定により計算した額が、次の各

号に掲げる同項第２号イに掲げる割合の区分

に応じ当該各号に定める額を超える場合は、

同項の規定にかかわらず、当該各号に定める

額をもってその者に対して支給する退職手当

の基本額とする。 

 

（１）４３以上 上位減額前給料月額に４３を

乗じて得た額 

 

（２）４３未満 次のア又はイに掲げる前項第

３号イに掲げる割合の区分に応じ当該ア又

はイに定める額 

 

  ア ４３以上 上位減額前給料月額に前項

第２号イに掲げる割合を乗じて得た額及

び下位減額前給料月額に４３から当該割

合を控除した割合を乗じて得た額の合計

額 

 

  イ ４３未満 上位減額前給料月額に前項

第２号イに掲げる割合を乗じて得た額、

下位減額前給料月額に同項第３号イに掲

げる割合から同項第２号イに掲げる割合

を控除した割合を乗じて得た額及び退職

の日におけるその者の給料月額に４３か

ら同項第３号イに掲げる割合を控除した

割合を乗じて得た額の合計額 

 

１５ 当分の間、第６条及び第７条第２項の規

定の適用については、これらの規定中「定年」

とあるのは、「定年（町田市職員の定年等に

関する条例の一部を改正する条例（令和４年

  月町田市条例第  号）による改正前の

町田市職員の定年等に関する条例第３条ただ
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し書に規定する病院及び保健所において医療

業務に従事する医師及び歯科医師（以下この

項において「医師等」という。）以外の者に

あっては６０歳とし、医師等にあっては６５

歳とする。）」とする。 

１６ 当分の間、第７条第１項に規定する者に

対する附則第１３項及び第１４項の規定の適

用については、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

 

附則第

１３項

第１号 

及び上位

減額前給

料月額 

並びに上位減額前給

料月額及び当該上位

減額前給料月額に１

００分の１０を乗じ

て得た額の合計額 

第５条第

１項 

附則第１６項の規定

により読み替えて適

用する第５条第１項 

附則第

１３項

第２号 

という。） という。）及び当該下

位減額前給料月額に

１００分の１０を乗

じて得た額の合計額 

及び下位

減額前給

料月額 

並びに下位減額前給

料月額及び当該下位

減額前給料月額に１

００分の１０を乗じ

て得た額の合計額 

第５条第

１項 

附則第１６項の規定

により読み替えて適

用する第５条第１項 

の下位減

額前給料

月額 

の下位減額前給料月

額及び当該下位減額

前給料月額に１００

分の１０を乗じて得

た額の合計額 

上位減額

前給料月

額 

上位減額前給料月額

及び当該上位減額前

給料月額に１００分

の１０を乗じて得た

額の合計額 
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附則第

１３項

第３号 

給料月額

に、 

給料月額及び当該給

料月額に１００分の

１０を乗じて得た額

の合計額に、 

第５条第

１項 

附則第１６項の規定

により読み替えて適

用する第５条第１項 

下位減額

前給料月

額 

下位減額前給料月額

及び当該下位減額前

給料月額に１００分

の１０を乗じて得た

額の合計額 

附則第

１４項 

前項の 附則第１６項の規定

により読み替えて適

用する前項の 

附則第

１４項

第１号 

上位減額

前給料月

額 

上位減額前給料月額

及び当該上位減額前

給料月額に１００分

の１０を乗じて得た

額 

附則第

１４項

第２号 

上位減額

前給料月

額 

上位減額前給料月額

及び当該上位減額前

給料月額に１００分

の１０を乗じて得た

額 

下位減額

前給料月

額 

下位減額前給料月額

及び当該下位減額前

給料月額に１００分

の１０を乗じて得た

額の合計額 

及び退職

の日にお

けるその

者の給料

月額 

並びに退職の日にお

けるその者の給料月

額及び当該給料月額

に１００分の１０を

乗じて得た額の合計

額 
 

１７ 当分の間、町田市一般職の職員の給与に

関する条例附則第５項、第７項又は第８項の

規定による給料を支給される職員の退職手当

の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と

 

- 26 -

-  -0123456789



これらの規定による給料の額との合計額とす

る。 
 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、町田市職員退職手当支給

条例第１３条第４項及び第１１項の改正規定並びに同条例附則第９項の改正規定

並びに次項、附則第４項及び附則第５項の規定は、令和４年１０月１日から施行す

る。 

２ この条例による改正後の町田市職員退職手当支給条例（以下「新条例」という。）

第１３条第４項及び附則第５項の規定は、令和４年７月１日から適用する。 

 （経過措置） 

３ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項

若しくは第２項又は第５条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員に

対する新条例第２条の規定の適用については、同条中「（以下「職員」という。）」

とあるのは「（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則

第４条第１項若しくは第２項又は第５条第１項若しくは第３項の規定により採用

された職員を除く。以下「職員」という。）」とする。 

４ 新条例第１３条第１０項（第２号に係る部分に限り、新条例附則第９項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）の規定は、退職職員（新条例第２条に規定

する職員のうち退職したものをいう。）であって新条例第１３条第１項第２号に規

定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手

当又は同号の規定の例により雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の規定を適

用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分

の同条第３項の退職手当の支給を受け終わった日が令和４年４月１日以後である

ものについて適用する。 

５ 新条例第１３条第４項の規定は、令和４年７月１日以後に同項の事業を開始した
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職員その他これに準ずるものとして同項の町田市規則で定める職員に該当するに

至った者について適用する。 
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